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社会「⽇本国憲法の基本原理」②     ⽉ ⽇ 

 
1. 1954 年に作られた、最⾼責任者は内閣総理⼤⾂である、⽇本を守ることや、災害時の出動など

を⾏う組織を何というか。 

〔  ⾃衛隊   〕  

2. 1 の最⾼責任者が内閣総理⼤⾂であるように、軍隊は軍⼈以外の⼈の統制下にあるという⽅針を
何というか。 

〔  ⽂⺠統制（シビリアンコントロール） 〕  

3. 核兵器を「もたず、つくらず、もちこませず」という、佐藤栄作が表した⽇本の核兵器に関する
⽅針を何というか。 

〔  ⾮核三原則  〕  

4. ⽇本国憲法について、次の条⽂の空欄を埋めよ。 
前⽂：（前略）⽇本国⺠は、①        を念願し、⼈間相互の関係を⽀配する崇⾼な理想を深く
⾃覚するのであって、平和を愛する諸国⺠の構成と信義を信頼して、われらの安全と（後略） 

① 〔 恒久の平和  〕 

第九条：⽇本国⺠は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、②    の発動たる戦争
と、武⼒による威嚇⼜は武⼒の⾏使は、国際紛争を解決する⼿段としては、永久にこれを放棄す
る。前項の⽬的を達成するために、陸海空軍その他の戦⼒は、これを保持しない。国の③      は、
これを認めない。 

② 〔 国権   〕③〔  交戦権  〕 

第⼗三条：すべて国⺠は、個⼈として尊重される。④      及び幸福追求に対する国⺠の権利に
ついては、⑤       に反しない限り、⽴法その他の国政の上で、最⼤の尊重を必要とする。 

③ 〔 ⽣命、⾃由  〕⑤〔  公共の福祉 〕 

第⼗四条：すべて国⺠は、⑥     に平等であつて、⼈種信条、性別、社会的⾝分⼜は⑦   によ
り、政治的、経済的⼜は社会的関係において、差別されない。（後略） 

⑥〔 法の下   〕⑦〔  ⾨地  〕 

第⼆⼗五条：すべて国⺠は、⑧        な最低限度の⽣活を営む権利を有する。国はすべての⽣
活部分について、社会福祉、社会保障および⑨       の向上及び増進に努めなければならない。 

⑧〔 健康で⽂化的  〕⑨〔  公衆衛⽣ 〕 


